
令和４年３月１４日 

 
 

年度末における金融の円滑化に向けた相談窓口設置について 

 
 

お客様各位 

 
佐賀東信用組合（理事長 芹田泉）は、新型コロナウイルス感染症に加え、

ウクライナ情勢や原油価格の上昇等の影響による、厳しい経済情勢を踏まえ、

中小企業者・小規模事業者及び個人のお客様からの年度末の資金繰りやローン

等をご利用のお客様のご返済に関するご融資相談窓口を下記の通り設置するこ

とと致しましたのでお知らせします。 

 
記 

 
 
１．ご相談内容 
  （1）年度末の資金繰りのご相談 
  （2）ご返済内容の見直しに関するご相談等 
  （3）ローンのご返済相談 

 
２．対象者 
  中小企業・小規模事業者のお客様 
  ローンご利用中のお客様 

 
３．設置日時 
  令和４年３月の平日 
  窓口でのご相談 ９：００～１５：００ 
  電話でのご相談 ９：００～１７：００ 

 
４．設置場所 
  各営業店窓口 

   
  店舗一覧はこちら＞＞ 

以上 

https://www.toshin.shinkumi.jp/about/tenpo.html

